様式４【県】非FIT/非FIP



年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者住所　　　　　　　　　　 
事業者名                       
　(法人にあっては名称、代表者の役職・氏名)
電話番号                       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   　　　　　　　　担当者名　　　　              

再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書

　再生可能エネルギー発電設備の設置場所に係る関係法令（条例・規則を含む。）及び当該法令の手続状況を下記のとおり提出します。（注１）

１．関係法令確認に係る再生可能エネルギー発電設備
	事業者名
	

	発電設備の出力（kW）
	

	発電設備の設置場所
	



２．発電設備の設置場所に係る関係法令への該当状況（注２）
	
	項　目
	該当の有無
	現況
(有の場合のみ)
	確認・手続先

	１
	国土利用計画法に基づく土地売買等届出
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名：  
 三重県地域連携部水資源・地域プロジェクト課　

	２
	都市計画法に基づく開発許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
 鈴鹿市　都市計画課　開発指導Ｇ
059-382-9024

	３
	河川法に基づく工作物新築等許可、河川区域内の土地占用・掘削許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
 鈴鹿市　河川雨水対策課　計画Ｇ
059-382-7614

	４
	港湾法に基づく港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における占用許可、臨港地区内の行為届出
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
 三重県鈴鹿建設事務所 管理課

	５
	海岸法に基づく海岸保全区域等内の占用・行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
（漁港海岸）
三重県農林水産事務所水産室
（農地海岸）
三重県農林水産事務所農村基盤室

	６
	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可（注３）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名：
三重県鈴鹿建設事務所 管理課
 

	７
	砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可（注３）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
 三重県鈴鹿建設事務所 管理課

	８
	地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可（注３）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
 三重県鈴鹿建設事務所 管理課

	９
	景観法に基づく景観計画区域・景観地区内の行為届出
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
 鈴鹿市　都市計画課 計画・景観Ｇ
059-382-9063

	10
	農業振興地域の整備に関する法律に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
鈴鹿市　農林水産課　農政Ｇ
059-382-9017

	11
	農地法に基づく農地転用許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
鈴鹿市　農業委員会事務局
059-382-9018

	12-１
	森林法に基づく林地開発許可（注３）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
 鈴鹿市　農林水産課　農林振興Ｇ
059-382-9017

	12-２
	森林法に基づく保安林指定解除手続、伐採及び伐採後の造林の届出（注３）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
鈴鹿市　農林水産課　農林振興Ｇ
059-382-9017

	13
	文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
鈴鹿市　文化財課　文化財Ｇ
059-382-9031

	14
	土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
三重県地域防災総合事務所（地域活
性化局）環境室

	15
	自然公園法に基づく特別地域・特別保護地区内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名：   
三重県農林水産事務所森林・林業室

	16-　　　１
	自然環境保全法に基づく自然環境保全地域内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名：   
三重県農林水産事務所森林・林業室

	16-　　２
	三重県自然環境保全条例に基づく三重県自然環境保全地域内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
三重県農林水産事務所森林・林業室(四日市)　/　三重県農林水産部
みどり共生推進課

	17
	絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区等内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
環境省中部地方環境事務所野生生物課

	18
	鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の区域内の行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：  
自治体名及び部署名： 
三重県農林水産部獣害対策課

	19
	環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続
(環境影響評価手続における事業名称：   　　　　   )

	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
三重県環境生活部地球温暖化対策課

	20
	宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内・特定盛土等規制区域内の工事許可（注３）
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
※ガイドライン記載の問い合せ先にて確認し、記載すること

	21
	三重県水源地域の保全に関する条例に基づく土地の所有権等の移転等の届出
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
県農林水産事務所森林・林業室(四日市) 又は 三重県農林水産部みどり共生推進課

	22
	関係市町の風致地区条例に基づく行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
 


	23
	生産緑地法に基づく行為許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日：
自治体名及び部署名：


	24
	三重県土採取規制条例に基づく採取許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
三重県鈴鹿建設事務所 管理課

	25
	道路法に基づく占用許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
鈴鹿市　土木総務課　占用審査Ｇ
059-382-1260

	26
	漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく工作物設置許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
三重県農林水産事務所水産室

	27
	道路交通法に基づく使用許可
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
鈴鹿警察

	28
	建築基準法に基づく建築確認申請
	□有
□無
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名： 
鈴鹿市　建築指導課　建築審査Ｇ
059-382-9048

	29
	その他の法律・条例に係る手続
（法令名：　消防法　　）
	□有
□無
□確認中
	□手続済
□手続中
□手続予定
(　年　月予定)
	確認日： 
自治体名及び部署名：   
鈴鹿市　消防課　消防G
059-382-9154

	30
	その他の法律・条例に係る手続 
（法令名： 　　　　　　　 ）
（注４） 
	□有 
□無 
□確認中 
	□手続済 
□手続中 
□手続予定 
( 年 月予定) 
	確認日： 
自治体名及び部署名：   
 


	上記以外の相談先（部署名）（注５）

	

	備考欄

	


（注１）本報告書については、各関係法令の所管部署に確認した結果を記載することを基本としますが、各自治体・関係機関において公表されている資料（ホームページ等）により、当該事業が当該関係法令の適用対象とならないことが客観的に明らかである場合は、所管部署への照会を要しないものとします。
この場合においては、事業者は「適用対象外であることを確認した根拠」を報告書に記載してください。
（注２）掲載した関係法令は、あくまで参考として例示したものであり、申請者の責任において、法令を所管する行政機関への照会等により、最終的な確認・手続きを行ってください。行政機関と関係法令への該当の有無について確認中の場合、備考欄にその旨を記載してください。
（注３）当該許可等を受けていることを示す書類を添付してください。
（注４）掲載した法令のほかに該当するものがあれば「29　その他の法律・条例に係る手続」に記入してください。
（注５）発電設備の所在地に係る関係法令及び条例の相談先として記載した部署以外に相談先がある場合は記入してください。
